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厚生労働科学研究費補助金政策科学総合(政策科学推進研究)事業 

分担研究報告書（Ｈ23-25 総合） 

 

ケアウィル 3 年間の研究のまとめ 
セルフ、ネイバーフッド、コミュニティからみたケアウィル 

― その概念を実践的に展開するために ― 
 

研究分担者 鏡森 定信 富山大学名誉教授 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 退職期前後の男性を対象に、自分自身そ

して他の人や地域にかかる学習や実践活動

を通じて自らのあり方を追究する自主参加

の会が、厚生労働省の科学研究助成金の支

援を受けて富山でスタートした。 

 本研究分担者は、このような高齢期を控

えた男性が、ケアウィルの概念を実践的に

展開するための要素として、研究初年度の

セルフケア、2 年度目のネイバーフッドケ

ア、3 年目最終年度のコミュニティケアに

関して検討・考察した。ここに、ケアウィ

ルの概念とその実践的普及を志向し分担研

究の総括としてまとめた。 

 

Ⅱ．ケアウィルの概念を実践的に展開する

ための要素 

１．セルフケアの視点から 

ケアについても自助、互助、公助による

統合的展開が求められている。そのうち自

助は、個人の思考や行動特性によるところ

が大であることは論をまたない。しかしな

がら、この思考や行動特性は所与された固

定的なものではなく、知識や経験によって

変化しうるものである。このような視点か

ら、分担研究者が関わった知識としての新

知見と経験としての実践事例を提示した。 

１）生活習慣が心身の健康・寿命に影響す

ることを追跡調査で示した世界最初の成績 

約 2 万人の生活習慣を調査した対象者の

生命予後について、追跡調査を実施したア

メリカのカリフォルニアの成績である。  

対象者のその後の死因の大部分は、がん、

心筋梗塞、脳卒中によるものであった。こ

れらの死亡の危険を統計的に有意に高めた

生活習慣として、初期の研究では、朝食の

欠食あり、不規則な間食、少ない運動、睡

眠時間の長短（6 時間未満または 9 時間以

上）、喫煙、過剰飲酒、肥満の７つが抽出さ

れた。その後の研究で間食と朝食は除外さ

れた。なおうつ病の発生に関してもこれら

の７つの生活習慣との関連が報告されてい

る。うつ病に関しては、6 時間未満の睡眠

が特に大きな影響を有することが明らかに

なっている。（図１参照） 
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図１．心身の健康と寿命に影響する生活習慣 

 
 

２）後期高齢者の男性の生命予後に感情面

でのサポートの有無が影響する成績 

 スウェーデンのマルモー地区において実

施された追跡調査のうち、73～78 歳の男 

性の寿命に関する追跡調査で、親しい友達

の有無で判定した「感情面でのサポート」

の有無別にみた成績を紹介した。その結果

は、感情面でのサポートを有する群の調査

5 年後の累積死亡率は感情面でのサポート

を有しない群に比較して統計的に有位に小

さいことを示していた。心理社会的要因が

生命予後に有意に作用することを示した。

（図２参照） 

３）高齢期における配偶者と死別後の生存

率の有配偶者群との比較 

 分担研究者が過去に富山県で追跡調査と

して実施した成績である。富山県内の市町

村の協力を得て、65 歳以上の配偶者との死

別発生事例を 1 年間登録し、その際、原則

として同じ町内から同じ性・年齢の有配偶

者の対照者の登録も行い、これらの集団の

生死について 5 年間追跡した。結果は男女

とも死別群の死亡率が有配偶者群に比較し

て統計的に有位に高かった。そしてその差

は、男性の方が女性より 3 倍程度大きかっ

た。すなわち、配偶者との死別の生存リス

クへの影響は女性に比べて男性でより大き

いことを示した。（図３参照） 



69 

図２．後期高齢期男性の寿命に影響する人との交流 

73-78歳の男性の感情面のサポート別にみた累積死
亡率の比較(スウェーデン・マルモー地区)
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図３．配偶者の寿命に影響する本人の死亡 

高齢期における配偶者との死別後の生存率の対照との比較
(65歳以上の死別群1532人；対照群1430人)
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４）富山県小矢部市興法寺地区のランチハ

ウス活動 

多くの市町村では、敬老の日に年 1 回の

福祉弁当を配る程度であった 20 年ほど前

から、当該地区の公民館元職員が退職後に

呼び掛けて、公民館で始まった、日中一人

で昼食をとっている高齢者の昼食会。当初

は、介護保険制度がまだ始まっていなかっ

たこともあって、在宅介護支援の有償ボラ

ンティア活動から始まった。しかし、対象

家庭が継続して出現しなかったので現活動

に変更した。昼食のご飯のみ持参して、お

かずは自分たちで作っている。開催日は固

定して毎月の 10 日と 20 日としている。近

医が毎回 30 分の健康講話を行っている。日

頃、日中に人通りのない村内に毎月 2 回定

期的に通りが賑やかになり、参加者の相互

交流も深まり、健康も増進した。 

５）町の銭湯での入浴と昼食を楽しむ会 

実際の実施は、在宅介護を支援する施設

のスタッフの協力を得て、行政がまちの銭

湯で入浴と昼食を楽しむ機会をモデル事業

として提供している。昼食は専門業者が配

食し、食後は健康・介護相談やお楽しみ会

が行われる。市内の複数個所で複数回、毎

年場所を変えて実施されている。人気のあ

る行政誘導の行事ではあるが、参加者が作

るのではなく、業者提供の昼食弁当では、

参加者の主体的関わりが出てこない。 

 

２．ネイバーフッドケアの視点から 

 互助にかかるケアとして、分担研究者は、

ケアウィルを志向しつつ具体に動けない人

たちに対して、町内の行事に参加してみる

ことを常々奨めてきた。急速に進んでいる

高齢社会は、この互助を必要とする人たち

の急増にもつながってきている。ここでは

介護を例にとり、互助を支える仕組みづく

りの近況に加えて、我が国の介護保険制度

のモデルともなったドイツの動向について

紹介し論考した。 

１）ケアラーについて 

在宅介護の質を高めるためには、要介護

者への日常生活全般についてそれまでの生

活歴に沿う形ですすめる必要がある。その

ための人材として、家族や近隣をも含めた

一般市民を暫定的に介護人(ケアラー)とし

て行政や民間団体が雇用する制度の普及へ

の啓発や行動が進んでいる１）。このような

制度の導入は、要介護者のみならず、介護

したくとも経済的にそれを果たせない家族

への社会的支援となり、また家族以外の近

隣者や一般市民の参加を得ることによって、

彼らへの社会的支援そして地域の連帯の醸

成にもつながる。一つの事例として我が国

で最近設立された日本ケアラー連盟１）の概

要を表１に示した。（表１参照） 

２）介護する家族への支援に係る専門職の

配置 

現行の介護保険制度では、ケアマネージ

ャーがいるとはいえ、家族が相当な時間を

割いて申請、調整しなければ利用できない。

施設入所となると共通診断書の作成依頼や

申請などのために家族が動かなければ、簡

単に申し込み・契約には至らない。 

また、施設入所における経済的負担も相
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当なものである。ましてや、在宅で介護し

ている家族の心身健康をチェックし常時、

相談・支援する専門職は存在しない。 

多くの場合、ケアマネージャーがその役

割を果たしているが、家族相談・援助が報

酬化されているわけではない。家族の心身

の健康相談、孤立防止、介護保険の制度の

説明、申請などに特化した家族支援の担当

者の配置が必要になろう。 

これらの支援に加えて、介護する家族の

介護にかかる情報提供、健康診断、休養の

確保、就労の継続・復帰など、ヨーロッパ

の国々ですでに制度化されているものへの

着手も急がなければならない。 

 

表１．日本ケアラー連盟の概要 

 
 

３）ドイツにおける地域の介護力を高める

制度２）の工夫 

ドイツにおける要介護者の介護場所から

みると 2010 年時点で、公的、民間介護保険

を合わせて、要介護と認定された 242 万人

のうち、在宅で介護を受けているのは 167

万人（69％）、施設に入っているのは約 75

万人（31％）と在宅が圧倒的に多く、我が

国と変わらない。 

在宅サービスでは、介護サービス（現物

給付）か、現金給付か、いずれかを選べる

のが特徴で我が国と大きく違う。2010 年の

現金給付と現物給付を比べると、現金給付

は受給者の 78％、支出額で 62％と多数を占

める。背景には、家族で介護するケースが

多いという事情がある。2007 年に要介護と

認定された 225 万人のうち 46%に当たる

103 万人が自宅で家族だけで介護されてい
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る。こういった人にとって現金給付は有効

な選択肢の一つとなっている。日本では、

介護保険でこの制度の導入も検討されたが、

介護者を女性に固定することになるとの女

性委員からの強い反対意見もあってその導

入が見送られた経緯がある。 

家族や近隣を介護人として地域介護に組

み込む制度は、家族に介護を要する者が出

た場合に働き盛りの女性が、離職して無償

で介護にあたるという我が国で今でも生起

していることの回避につながっている。し

かしながら、ドイツの介護保険の保険給付

の上限は、実際に必要とされる額より低く

設定されており、我が国のおおよそ 70%程

度である。その不足分は、自己負担か公費

負担によっており、後者は我が国の生活保

護に相当する公的支援である。 

地区によってこの公費負担を受けている

者の割合は違うが、全体のおおよそ 30％程

度であるとの報告がある２）。なお、在宅介

護に家族・近隣に加えて一般市民をも組み

込んだ介護人の制度は、地域の介護力の増

強につながるものとして、さらなる進展が

期待される。介護人の健康チェックの実施、

介護者への休暇の保障などがその具体であ

る。表２にドイツの第２次介護保険制度の

改革の要点を示した。 

（表２参照） 

 

表２．ドイツの第２次介護保険制度の改革の要点 

１．保険料の引き上げ 

２．給付の段階的引き上げ 

３．通所介護の強化 

４．認知症追加給付積み増し 

５．介護ホームでの介護アシスタント導入 

６．年 1 回の MDK（疾病金庫の認定機関）による質の監査 

７．監査内容の情報公開 

８．在宅介護支援拠点の創設 

９．最長 6 カ月の介護休暇の導入 

10．介護共同体の在宅給付プール制の導入 

11．「素人介護」の強化 

12．介護相談の充実 

出典：ドイツ連邦保険省資料（2008）２） 
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４）ネイバーフッドケアに係る最近の動向 

東京都の稲城市では、高齢者介護ボラン

ティア制度を「自己実現の場を見つけ、地

域の中にポジションを作る」ものとして位

置づけしている３）。その効用として、①社

会貢献活動は、人の役に立つことで参加者

自身が大きな満足度を得ることができ、自

己実現を図る場となる、②活動を行うこと

で、心身ともに健康を保つことができ介護

予防につながる、③副次的効果として、親

が一人暮らし・認知症になったときの問題

対処能力を身につけることができるととも

に、介護保険に関する知識を得たり、対人

関係を築くこともできる、をあげている。 

また、社会貢献活動を、必要以上に敷居

の高いものと考えないことが重要であり、

必ずしも知識や経験、資格を必要とするも

のばかりではなく、趣味や特技を活かして

福祉施設で絵画を教えることや、デイサー

ビスの利用者送迎の運転を引き受けること

も、社会貢献活動の一つとしてその普及に

つとめている。 

ドイツの家族と近隣も組み込んだ一般市

民による介護人（ケアラー）制度を紹介し、

我が国におけるその導入の機運について触

れた。我が国における団塊世代の 65 歳突入

に伴う 2015 年問題、そして彼らが後期高齢

者にいたる 2025 年までの後期高齢者の増

加は、高齢期の介護にこれまでに経験した

ことないさまざまな変化をもたらす。互助

の視点からも近隣住民によるケアラーのよ

うな仕組みが必要になろう。 

 

３．コミュニティケアの視点から 

前節のネイバーフッドケアもコミュニテ

ィケアに属する概念と思われる。しかし、

本節では、近隣だけでは対応できない問題

解決への対応は、コミュニティが負うべき

ものとして、自律を支援するための後見制

度を取り上げて論考した。この分野で、ヨ

ーロッパの模範的な制度となっている英国

の例を引き合いに論じた。 

１）英国における歴史的経緯 

日本の成年後見法は、民法上の代理制度

を基礎としている。不動産売買、賃貸借、

施設入所手続きなどにおける契約締結がそ

の典型である。任意後見であれ、法定後見

であれ、法律効果を発生させる法律行為の

みにかかっている。 

しかし、英国で 2005 年に発行した意思決

定能力法（the Mental Capacity Act 2005）で

は、財産管理のみならず個人の福祉的決定

にまで及ぶことが明確に規定された。 

貯蓄をどのように運用するか？ どのよ

うな治療をうけるか？ 何を着るか？ 何を

食べるか？ 特定の人との付き合いを続け

るべきか否か？ といった意思決定の要素

を含む全ての事項はこの法の中で取り扱わ

れる。 

この際、意思決定を行う主体（意思決定

権限者; decision-makers）として、保護裁判

所の他に一般私人に対して決定権限が広げ

られた。この「一般私人」には、我が国の

法定後見人や任意後見人に相当する人々の

他、介護被用者や医師など、判断能力を有

しない人のために介護や治療を行う者が含
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まれる。さらには、日常的にケアを行う上

で、いろいろと細かな決定を行うことが求

められる家族、友人も含まれる。 

すなわち、我が国の成人後見制度にみら

れる法律行為に限らず、「本人が社会生活を

続けて行く上で、必要としていることは何

か」という本人のニーズを中心に置く観点

で後見を探索し、判断能力の不十分な人た

ちの生活・暮らし・人生を支援する人たち

が、「責任ある裁量行使」できるよう、法的・

社会的整備がなされたのである。 

２）意思決定能力がないとの判断の方法 

はじめに留意されなければならないのは、

意思決定能力の有無を法的に判断するとい

うことは、能力が否定された際には、他者

による決定関与を招き得るという点で、医

学的観点や心理学観点から能力判定を行う

こととは、目的やその効果の点で異なると

考えられている点である。 

すなわち、長谷川式認知症スコアや脳の

CT による診断で一律に意思決定能力がな

いとされるようなことはあってはならず、

あくまでも決定を要する事項ごとに機能的

に判断される必要があるというこれまでの

コモン・ローの立場が継承されている。 

また、意思決定能力がないと判断するに

は、当該時点(at the material time )における

当該決定や当該問題（ in relation to the 

matter)について、限定的判断（time-specific, 

decision-specific, issue-specific）を下すのに

留まると考えるのが英国の基本姿勢である。 

その判断にあたっては、本人が自ら意思

決定を行うとした場合、以下に示すような

点について着目する必要があると指摘され

ている。 

・関連する情報を理解できるか 

・与えられた情報を覚えていることができ

るか 

・それらの情報を比較検討したうえで意思

決定に活かすことができるか 

・意志決定した内容を他人に伝えることが

できるか 

さらに、意思決定能力判断を行うにあた

っては、本人の理解力・判断能力が最も低

下している時期、時間帯や場所を避け、少

しでも好条件になるよう支援を行った上で

判断することが求められている。この試み

が失敗に終わった場合にのみ初めて意思決

定能力が否定されることになる。このよう

な点から、意思決定能力判断は、エンパワ

ーメントの発想、すなわち自律の実現のた

めの支援と結びついている。 

３）最も本人の意思に沿った、本人にとっ

て最も利益の大きい支援（ベスト・インタ

レスト） 

このきわめて個別性に富む支援について

は、その内容を具体的に提示するのではな

く、ベストインタレストに至る行動チェッ

クリスト（表３参照）を提示している。 

４）第三者代弁人（IMCA; Independent 

Mental Capacity Advocate）について 

英国の成年後見制度に特徴的なものとし

て、意思決定に関して第三者代弁人が設け

られていることである。 

例えば、抗がん剤の服用、がんの手術、

不妊手術、妊娠中絶などの重大な医療行為
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や病院入院、介護や住居施設への入所など

に際して本人に意思決定能力がなく、任意

後見人や家族・知人がない場合に、独立し

た立場から当該状況におけるベスト・イン

タレストを表明する役割を IMCA が有して

いる。国民保健サービス（NHS）では、緊

急時以外は IMCA に状況を聴取しなければ

ならないことになっている。 

また、義務ではなく権限として、NHS や

地方当局は、住居やケアプランの見直しを

するとき、支援や代弁をしてくれる任意後

見人、家族・知人のない場合においては、

IMCA を呼ぶことが出来る。意思決定に困

難を抱えながらも一人暮らしを続けている

人々を社会から隔絶され孤立することなく

法的・社会的な繋がりを提供するものとし

て IMCA のあり方は、我が国の市民後見人

の育成やその組織化にとっても重要な示唆

を与えるものである。 

 

表３．本人にとってベスト・インタレストを見つけるためのチェックリスト 

 

 

５）自律支援を達成するためのプロセス 

支援について、英国の「意思決定能力法

（2005）」を参照しながら、人権侵害を回避

するにとどまらず、当該者の自律の維持・

拡充について論考してきた。 

図４に自律支援のプロセスを日英比較し

て要約した。我が国において、成年後見制

度が、医学ならびに司法の立場による父権

的流れから脱却して、当該者の立場をエン

パワーし、そのベスト・インタレストを志

向するものに拡充していくことが、社会に

自律支援のボランティア活動が広がる重要
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な背景要因となろう。  

 

 

図４．日英の成年後見制度にみる自律支援のプロセスの差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．終わりに 

セルフ、ネイバーフッド、コミュニティ

からみたケアウィルの要素に関して論考し

た。セルフならびにネイバーフッドのケア

を支えるものとして法的制度にのっとった

コミュニティケアの存在は極めて重要であ

る。本稿で紹介した英国の意思決定能力法

（2005）に示された意思決定の対象は、い

わゆる民法などで取り上げられてきた、契

約、贈与、結婚、遺言、訴訟などを超えて

とらえられている。医療行為に対しての同

意・不同意の他に日常的なものが含まれて

いる。英国における意思決定能力には、法

律行為に対する判断能力という意味での我

が国における「意思能力」をはるかに超え

るものである。 

どこに住むか、どんなリハビリテーショ

ンを受けるか、誰と付き合いを持つか、何

を食べるか･･･までも対象としており、法律

行為に限られない点で、より一般的な「意

志決定能力＝判断」にまで及んでいる。 

現在、判断能力が不十分な人々に対する

支援という点で先進的なものとして国際的

に評価されている英国の意思決定能力法

（2005）では、一定の条件を充たしている

限り、英国のすべての人々が潜在的に、他
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家庭裁判所
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保護裁判所
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者の意思決定に関与する権限を有している

ことを承認している。 

自律を支援するボランティア活動の進展

には、法的な制度で守られ、自己裁量権を

支援できる一般市民の参加の拡充が、ケア

ウィルの概念を実践的に展開するためにも

極めて重要と考えられる。 
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